
住宅の応急修理

一 般 基 準 備 考

対 象 者 ①災害のため住家が半壊（焼）し、自らの資力では
応急修理をすることができない者

②大規模な補修を行わなければ居住することが困
難な程度に住家が半壊（焼）した者

②いわゆる大規模半壊

費用の限度額 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の
部分に対して、
１世帯当たり ５８４，０００円以内

・特別基準の設定はなし
・１世帯当たり平均ではなく各世帯ごと
の基準額

救 助 期 間 災害発生の日から１か月以内に完了

※ 下線部は特別基準の設定が可能なもの。

主 な 留 意 事 項

○ この制度の趣旨は、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むこ
とを目的としたものである。

○ そのため、住家を一時的に失った者に提供される「応急仮設住宅の供与」との併給は制度上想定されていない。

○ 全壊（焼）の場合は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、対象とならないが、修理することで
居住することが可能な場合は、個別に対象とすることは可能である。（ただし、この場合、応急仮設住宅の供与
は不可）

○ 借家等は通常はその所有者が修理を行うものであり対象とならないが、事情により所有者が修理を行わず、
居住者の資力をもって修理しがたい場合は、対象となり得る。一方で会社の寮や社宅、公営住宅等はその所有
者が実施すべきであり対象とはならない。
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